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令和４年度第２回日進市国民健康保険運営協議会 

資料 
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１．令和５年度国民健康保険税について（諮問事項） 

（１）令和５年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率（本算定結果）について 

国民健康保険事業費納付金 

区   分 Ｒ４本算定 Ｒ５仮算定 ① Ｒ５本算定 ② ② - ① 

医 療 給 付 費 分 １4億 2,６７９ 万円 １５億 ７３６万円 １５億３,4１９ 万円 2,６８３万円

後 期 高 齢 者
支 援 金 分

4億 ６,７2５万円 ５億 2,５６８ 万円 ５億１,９９９万円 △５６９ 万円

介 護 納 付 金 分 １億 ９,６５３ 万円 １億 ９,１７８ 万円 １億８,４７８万円 △７００ 万円

納 付 金 合 計 2０億 ９,０５７ 万円 22億 2,4８2 万円 2２億３,８９６万円 １,４１４万円

一 人 当 た り の 金 額 １５６,2３０ 円 １７０,4０4 円 １７１,４８８ 円 １,０８4 円

標準保険料率 

区   分 Ｒ４本算定 Ｒ５仮算定 ① Ｒ５本算定 ② ② - ① 

所 得 割 １１.１4％ １2.０５％ １2.１4％ ＋０.０９％

均 等 割 4９,4６１ 円 ５３,９42 円 ５4,24１ 円 ＋2９９ 円

平 等 割 ３０,4９５円 ３2,９６６ 円 ３３,2５３ 円 ＋2８７ 円

令和５年度国民健康保険事業費納付金（本算定）は、仮算定と比較して約 １,4１4 万円の増額、

１人当たりでは、１，０８４円の増額となりました。 

後期高齢者支援金分及び介護納付金分については、それぞれ、後期高齢者の窓口負担割合の

見直しの満年度化、介護被保険者数の見込みの減少により、減額となりました。一方で、医療給

付費分については、保険給付費自体の見込みに増減はないものの、公費（前期高齢者交付金、国

普通調整交付金）の減少により増額となりました。 

  また、標準保険料率についても、事業費納付金の増額に伴い、上昇しました。 
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（２）現行税率と標準保険料率との比較 

 ※Ｒ５調定額は見込み 

区分 

医療分 後期分 介護分 

所得割
（％） 

均等割 
（円） 

平等割 
（円） 

所得割
（％） 

均等割
（円） 

平等割
（円） 

所得割
（％） 

均等割
（円） 

平等割
（円） 

Ｒ４ 
現行 
① 

５.８０ 2３,０００ 2３,０００ 2.０５ ６,９００ ３,０００ 2.2０ １１,０００ ６,2００

Ｒ５ 
本算定
② 

７.０７ ３０,６０７ １９,７９７ 2.７６ １１,６１１ ７,５１１ 2.３１ １2,０2３ ５,９4５

差 
②-① 

１.2７ ７,６０７ △３,2０３ ０.７１ 4,７１１ 4,５１１ ０.１１ １,０2３ △2５５

区分 

合計 

所得割
（％） 

均等割 
（円） 

平等割 
（円） 

Ｒ４ 
現行 
① 

１０.０５ 4０,９００ ３2,2００

Ｒ５ 
本算定
② 

１2.１4 ５4,24１ ３３,2５３

差 
②-① 

2.０９ １３,３4１ １,０５３

 令和５年度標準保険料率から試算した一人あたり調定見込額は、１2９，７９７円であり、令和４

年度の調定額 １０７，０4１ 円とは、22，７５６円の乖離があります。今後、この乖離を段階的に解

消していきます。 

区分 Ｒ4現行税率 ① Ｒ５標準保険料率 ② 差 ②-① 

所得割 １０.０５％ １2.１4％ 2.０９％

均等割（１ 人あたり） 4０，９００円 ５4，24１ 円 １３，３4１ 円

平等割（世帯あたり） ３2，2００円 ３３，2５３円 １，０５３円

１人あたり 
保険税調定額 １０７，０4１ 円 １2９，７９７円 22，７５６円
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（３）令和５年度保険税率について 

以下は、「国民健康保険税改定方針」および国民健康保険税改定方針における税率見直しのイ

メージ図と運用基金活用額の試算です。（令和４年度第１回運営協議会資料より） 

令和４年度第１回運営協議会において、「国民健康保険税の改定方針」については、現行どおり

とすると結論付けました。 

①国民健康保険税の改定を隔年とし、標準保険料率への到達年度を令和１２年度とする。 

②赤字補てん目的の法定外繰入れを取りやめ、運用基金を標準保険料率到達までの間の 

収入不足の財源とする。 

国民健康保険税改定のイメージと運用基金活用額の試算(Ｒ４.１2月時点)

今回の令和５年度本算定結果から試算した基金活用額は、下図のとおりです。 

基金活用額は、約８億７,０００万円で、仮算定時点での試算と同様、運用基金の不足には至ら

ないと見込まれることから、「国民健康保険税改定方針」に従い、令和５年度国民健康保険税は、

据え置きとします。 

運用基金活用額の試算(Ｒ５.２月時点) 
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（４）賦課限度額について 

賦課限度額は、被保険者の保険税負担に一定の限度を設けるもので、地方税法等で最高限度

額を規定し、その範囲内で各自治体が国民健康保険税条例において規定しています。 

物価上昇等の経済動向を踏まえた対応として、令和５年４月から国の賦課限度額基準が引き

上げられる予定です。 

「第２期愛知県国民健康保険運営方針」では、公平性の観点から地方税法施行令の基準どおり

に設定することが基本とされています。 

また、賦課限度額を据え置くことで、保険税率を引き上げた際に限度額を超えている高所得者

は税額が変わらず、中低所得者層に負担を求めることになることから、国の基準に合わせ、令和５

年度から適用しようとするものです。 

賦課限度額改正による影響 

（ア）対象世帯数        約 240 世帯 

（イ）国民健康保険税への影響額 約 400 万円の増額 

区分 医療分 後期分 介護分 合計

本市改正前 ６５万円 ２０万円 １７万円 １０２万円 

本市改正後 ６５万円 2２万円 １７万円 １０４万円 

改正額 －  ２万円 －   ２万円
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参考資料 

財政運営の責任主体である愛知県は、県全体の保険給付費を推計し、その財源となる各市町

村が負担すべき事業費納付金を決定します。併せて、市町村ごとの標準保険料率（事業費納付金

を納めるために必要な税率）を示します。（図の①） 

市町村は、県から示された標準保険料率を参考に保険税率を決定し、保険税の賦課徴収を行

います。（図の②③） 

市町村は、被保険者から徴収した保険税等を財源として事業費納付金を愛知県に支払いま

す。（図の④） 

事業費納付金は主に保険税収入で賄われますが、そのために必要な税率が標準保険料率で

す。市町村が決定している税率が標準保険料率より低いとその差が収入不足となり、運用基金等

からの繰入れが必要です。  

一方で、保険給付に必要な費用は、普通交付金として愛知県から各市町村へ支払われます。 

この県単位化のしくみは、平成 ３０年度から始まっており、市町村が保険給付費の急激な増加

に対して財源を確保しなければならないリスクが解消されています。 

11 月と 1月 
の 2回 
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２．軽減判定所得について（報告事項） 

所得が一定額以下の国保加入世帯については、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減

する制度が設けられています。 

被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、物価の動向等を踏

まえ、法改正が行われます。これに伴い、５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を２８

万５千円から２９万円に、２割軽減の基準については５２万円から５３万５千円にそれぞれ引き上げ

ます。

改
正
前

軽減割合 対象世帯 

７割 軽減判定所得が4３万円+１０万円×（給与所得者等の数-１）以下の世帯 

５割 
軽減判定所得が4３万円+（2８万 ５千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の

人数）+１０万円×（給与所得者等の数-１）以下の世帯 

２割 
軽減判定所得が4３万円+（５2万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人

数）+１０万円×（給与所得者等の数-１）以下の世帯 

                           ↓↓↓

改
正
後

軽減割合 対象世帯 

７割 軽減判定所得が4３万円+１０万円×（給与所得者等の数-１）以下の世帯 

５割 
軽減判定所得が4３万円+（2９万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数）

+１０万円×（給与所得者等の数-１）以下の世帯 

２割 
軽減判定所得が4３万円+（５３万５千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の

人数）+１０万円×（給与所得者等の数-１）以下の世帯 

３．出産育児一時金について（報告事項） 

出産育児一時金について、現行の４２万円から５０万円に引き上げる法改正が行われます。国民

健康保険に係る出産育児一時金の額については、健康保険法施行令の出産育児一時金の額を勘

案し条例で定めていることから、同令の改正に併せ、５０万円に引き上げます。 

 出産育児一時金 加算金※１ 総額 

改正前 4０８,０００ 円 １2,０００ 円 42０,０００ 円

改正後 4８８,０００ 円 １2,０００ 円 ５００,０００ 円

※１ 加算金は、産科医療補償制度※２の掛金相当分として支給する額 

※２ 産科医療補償制度は、平成２１年１月から、分娩に関連して発症した重度脳性麻 

痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償する制度 


